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・
SRI
　　　　　　
　　　　
長谷川・山村・蔵内・藤井・柏嶋
)
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 (
１節　日本版
GFS
導入の必要性
) (
４章　
CSR
・
SRI
普及に向けた設計案
)


 (
現状
)
[image: ] (
大企業・中堅企業・中小企業すべてに共通している
CSR
を行う上で大きな問題は人的余裕・財務的余裕がないことである
)





 (
金融機関の必要性
)

 (
社会的責任に対する関心は各方面で高まる一方、人的・財務的余裕がないため
CSR
への取り組みが阻害されている
)


 (
図　
CSR
に取り組まない理由　出所）ニッセ
イ基礎研究所（２００７）
)
[image: ]
 (
CSR
に取り組んでいる企業ではその効果が不明確であるという問題が生じている
)



 (
CSR
＝ビジネスチャンスという認識
)
 (
CSR
活動はコストがかかるのみで収益につながらないというマイナスイメージが存在する
)



 (
図　
CSR
のメリット　出所）
http://www.gtjapan.com/pdf/newsletter/ex/ex_200606.pdf
)

 (
CSR
を行う上でコストは必ずかかるので大企業等しか行えない。そこで金融機関が融資活動することで中小企業にも
CSR
活動を行わせられる
) (
企業に対
して
CSR=
ビジネスチャンス
という認識が定着すれば収益を狙って多くの企業が
CSR
を行うようになる
)




 (
CSR
の普及
)






 (
金融機関が果たせる役割とは？
)

 (
普及策
)
 (
オランダのトリオドス銀行が行っていた
GFS
では企業・銀行・預金者・政府の４者全てにメリットがあり規模も拡大していた。この
GFS
を日本にも応用することで金融機関が役割を果たしながら
CSR
普及に努めることができるのではないか
)



 (
トリオドス銀行の
GFS
と日本版
GFS
の比較
)

 (
CSR
企業
) (
銀行
)[image: ]

 (
法人税減税
) (
返済
) (
低利
融資
)
 (
政府
)

 (
預金金利の引き上げ
) (
預金
)


 (
預金者
)

 (
４者のメリット
)
 (
企業→
CSR
活動を行うことで収益を得られ、低利の融資も受けられる
銀行→
GFS
の採用により政府からの減税を受けられる
預金者→
GFS
型預金を選択することで預金金利が上昇する
政府→少ない支出で
CSR
普及に寄与でき、なおかつ持続的な政策である
)




[image: ] (
近年減少傾向にあるとはいえ、日本版
GFS
により利益の大幅な増加が見込める。そのため法人税の減税は銀行にとって大きなメリットとなる
)





 (
課題：預金金利の引き上げ対象の線引きをどのように行うか。それ次第では銀行の負担が大きく
なることも・・・
)

 (
図　法人税の負担率　出所）両行
B/S
より作成
)

 (
日本版
GFS
企業
) (
日本版
GFS
が活発に使用されることで企業の
CSR
促進につながり、また銀行にとっても
CSR
活動を行いながら収益を確保することが可能となっている
)





 (
CSR
＝ビジネスチャンスの実践
)


 (
２節　機関投資家を取り込む必要性
)

 (
海外事例
)
 (
イギリス
)

 (
2000
年に雇用問題が表面化し、
EU
諸国は国の政策として雇用面での
CSR
に力を入れるよう企業に呼び掛けを行った
) (
年金法の改正により、年金基金に対して環境的・倫理的・社会的に関する情
報開示の義務付けを行った
)






 (
企業の
CSR
活動（雇用政策など）の必要性と年金法改正による制度改革により年金基金が
SRI
投資を行うこととなった
)[image: ]




 (
企業の
CSR
活動の監視役として年金基金が役割を果たすことになった。年金基金の投資額は
99
年から
01
年でおよそ
3
倍にまで増加
)




 (
SRI
資産全体の規模が拡大した
)


 (
図　英国の
SRI
資産残高　出所）
)

 (
日本における年金基金参入の方策
)
 (
当時の英国と社会的背景が似ているのということと法整備へのニーズが存在するということ
)

 (
日本の失業率は他国（米国：
9.6%
フランス：
9.3%
）に比べれば低水準であるが、有効求人倍率が伸びていない。この現状を改善する必要があるのでは・・・
) (
政府による企業に対しての働きかけが必要
)[image: ] (
出所）
http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2010/201009.htm
l
)











 (
日本にも年金法改正を
行うべきではないか
) (
英国の例でも見たように年金法の改正により年金基金に対する情報開示の義務付けがされ、収益を上げるだけでなく社会的責任も果たさなければならな
いことが示された
)



 (
SRI
の組み入れを検討している年金基金（ｎ＝
300
）の
7.3%
が運用方針の開示などの法整備が進むことを挙げている
)
 (
日本経済に
とってプラス
) (
政府
)

 (
監視
)
 (
つまり
)
 (
法改正に対するニーズの存在
) (
雇用創出
) (
企業
)

 (
SRI
を
通じた監視
)
 (
利益にならない
)
 (
ESG
とパフォーマンスに関する
説得的理論の不足
) (
年金基金
)

 (
負担の軽減
) (
年金基金（ｎ＝
300
）の
18%
が
SRI
という投資方法について確証が得られることが課題としている
)
 (
金融機関
)


 (
金融機関が負担の削減に寄与できるのでは？
)


 (
◎日本政策投資銀行の環境格付け融資の審査基準の厳格化
)

 (
CSR
の質の向上により
SRI
のパフォーマンスの向上が見込める
)





 (
そもそもなぜ年金基金か
)
 (
国内株式で運用している
12
兆円のうち
1
割にあたる
1
兆円を
SRI
投資に振り向けることで日本の
SRI
市場が急拡大する
)
[image: ]



 (
2009
年時点で日本の
SRI
市場は
5200
億円なので規模が
2
倍以上になるということだ
)



 (
年金基金の参入は
SRI
の普及への一番の近道だと言える
)
 (
図　
GPIF
運用資産額　出所）
GPIF
　
HP
より
)
 (
損保だけでなく、生保でも
SRI
に対する関心は高まっ
ている。
しかし
SRI
を行うプレイヤーとして参入する事が望ましいと我々は考える。
) (
２０１０年１０月・・・
第一生命が生保初の社会的責任投資ファンドを設立。
環境保護や社会貢献などに優れた国内企業
100
社を選び出して投資するという。
) (
２００８年６月１３日、
日本生命がニッセイアセットが設定する
SRI
３ファンドに対して１００億円投資をした。
) (
実際に日本では・・・
) (
SRI
普及以前の英国の境遇が、現在の日本と類似している事から、日本においても保険会社に積極的に
SRI
に参入させる価値があるのでは？
) (
左図の通り
、保険会社が
SRI
に積極的に参入する事によって、英国の
SRI
資産残高は右肩上がりに伸びていった。
) (
英国は普及以前、個人投資家主体の
SRI
であった。これは今の日本と同じ境遇である。
) (
２００１年に、英国保険協会
(ABI)
が投資先企業に対して、「社会的責任投資に関する情報開示ガイドライン」を示し、保険会社自らが企業の環境、社会的配慮を考慮して投資を行う姿勢を明確にした。
)[image: ][image: ] (
ちなみに英国では・・・・
) (
SRI
により、
CSR
推進企業を支援するべきではないか？
) (
つまり、予想し難い自然災害や、企業の不祥
事が減ることで、保険会社には収益を伸ばす事ができる。
) (
しかし
) (
もしも顧客が事故等を起こした場合、保険会社は保険金を支払うために、支出となってしまう。
) (
保険会社は、おもに顧客が保険商品を購入し、事故等が起こらなければ収益となる。
) (
自然災害
企業の不祥事
) (
保険金
) (
保険商品
を購入
) (
顧客
) (
保険会社
) (
　　　
図　保険会社が
SRI
に参入すべき理由
)[image: j0205462]
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